
大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市淀川区の区域内における青色防犯パトロール活動を支援する

ことにより、街頭犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、青

色防犯パトロール活動に対する補助金の交付等に関し、大阪市補助金等交付規則（平

成１８年大阪市規則第７号、以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 青色防犯パトロール活動（以下「本活動」という。）とは、大阪府警察本部長から「パト

ロール実施者証」を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使

用して行う自主防犯パトロール活動をいう。 

（補助対象） 

第３条 補助対象は、以下の条件を全て満たす団体とする。 

（１） 必要な経理的基礎を有する団体 

（２） 運営上の重要な事項を総会その他の議決機関により決する旨を定款、規則、その他

これに準ずるもので定めていること。 

（３） 次のいずれかに該当する活動を行わない団体であること 

ア 営利を目的とする活動 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的と

する活動 

ウ 政治的行為を行ったと認められる活動 

エ 法令又は公序良俗に反する活動 

（４） 青色防犯パトロール活動計画を策定し、当該活動計画に基づく本活動を、淀川区の

区域内で実施している団体、又は実施することが見込まれる団体。 

（５）本活動を週１回以上、かつ、１の年度内で継続して実施が可能な団体。 

（６） 構成員が４人以上であり、かつ、その過半数が市内に在住・在勤・在学している団体。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度と同一の年度において、

本市から本活動に関する他の補助金の交付を受けている団体、又は受けることが見込ま

れる団体は補助対象とはならない。(大阪市青色防犯パトロール活動車両等貸与制度の

利用により当補助金の交付を受けた団体は除く。） 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の対象経費は、別表に定める経費区分中の経費を補助金として交付する対

象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）とする。 

２ 交付する補助金の上限額は、毎年度予算の範囲内とし、補助対象経費の１０分の５以内

（本活動以外の使用がある場合は別表備考に定めるとおりとする）に相当する額の合計が、

この上限額を下回る場合は、補助対象経費の１０分の５の額とする（１,０００円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨てるものとする）。 

（事前相談） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、本活動に関する

計画等について、活動区域を管轄する区役所及び警察署に事前に相談を行わなければ

ならない。 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請団体は、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付申請書（様式第１

号）に規則第４条に掲げる事項を記載し、事業開始の３０日前までに、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 申請団体の概要（定款、規約、会則、会員名簿等） 



（２） 活動計画書（様式第１－２号） 

（３） 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支予算書（様式第１－３号） 

（４） その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付決定及び通知） 

第７条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請の書類の審査を行い、必要

に応じて警察署長から意見を求め、補助金を交付すべきものと決定したときは、申請団体

に対して、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定通知書（様式第２号）

を交付するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、申請団体に対して、大阪市淀川区青色

防犯パトロール活動補助金不交付決定通知書（様式第３号）を交付するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の申請が到達してから３０日以内に当該申請に係る補助金の交

付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

（申請の取り下げ） 

第８条 申請団体は、前条第１項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の

内容または規則第７条第１項の規定により、これに付された条件に不服があり申請を取り

下げようとするときは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付申請取下書

（様式第４号）により申請の取下げをすることができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定を受けた日の翌日から起算して１０日

とする。 

（交付の時期等） 

第９条 市長は、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の完了後、第１

５条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者（以下

「補助事業者」という。）から請求を受けた日から３０日以内に当該請求に係る補助金を交

付するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき

は、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更承認申請書（様式第５号）を、補

助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補

助金中止・廃止承認申請書（様式第７号）を市長に対して提出し、承認を受けなければな

らない。 

２ 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限

る。 

（１） 当初の事業趣旨を大きく逸脱しない程度の補助事業の概要及び名称の変更 

（２） その他、市長の認めるもの 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調

査等を行い、補助事業の変更が適当と認める場合は大阪市淀川区青色防犯パトロール

活動補助金変更承認決定通知書（様式第６号）により、補助事業の中止又は廃止が適当

と認める場合は大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認決定通知

書（様式第８号）により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。 

４ 市長は、前項の調査の結果、補助事業の変更が不適当であると認めたときは、理由を付

して、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更不承認決定通知書（様式９号）

により補助事業者に通知する。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別

の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決

定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市淀川区青色防犯パト



ロール活動補助金交付決定取消・変更通知書（様式第 10 号）により、補助事業者に通知

するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により、特別に必要となった次に掲げる

経費に限り、補助金を交付することができる。 

（１）補助事業に係り設置した機械器具の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する

経費 

４ 第７条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

（補助事業等の適正な遂行） 

第１２条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。 

（立入検査等） 

第１３条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事

業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の

事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問さ

せることができる。 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたと

きは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動実績報告書（様式第１１号）に規則第１４条

各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支決算書（様式第 11－２号） 

（２） 青色防犯パトロール活動月報（様式第 11－３号） 

（３） 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

（４） 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動分析報告書（様式第１１－４号） 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の

書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを

調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市淀川区青色

防犯パトロール活動補助金額確定通知書（様式第１２号）により、補助事業者に通知する

ものとする。 

（決定の取消し） 

第１６条  市長は、補助事業者が、補助金等を他の用途へ使用したり、不適切な会計処理

を行った場合、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付

した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき並びに補助事業者

が、政治的行為を行ったと認められる活動や法令又は公序良俗に反する活動を行ったと

きには、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市淀

川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定取消通知書（様式第１３号）により通知する

ものとする。  

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取り消し

に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求

めるものとする。 



（加算金及び延滞金） 

第１８条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第１９条

第１項の規定による加算金を本市に納付しなければならない。 

２ 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、規

則第１９条第４項の規定による延滞金を本市に納付しなければならない。 

（関係書類の整備） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備

し、第１５条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

（関係書類の公表） 

第２０条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類に

ついて、原則として区ホームページ等で公表するものとする。なお、補助事業者も自主的

に公表するように努めるものとする。 

附則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成２５年５月１０日から施行する。 

(経過措置) 

２ 平成２５年度の補助金に係る第６条第１項の規定の適用については、同項中「事業開始

の３０日前までに」とあるのは「平成２５年５月３１日までに」とする。 

附則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 



別表（第４条第１項関係） 

経費区分 内容等 備考 

保険料 自賠責保険、任意保険。 

【車両使用用途】 

青色防犯パトロールのみ使用  

経費の 10 分の 10 対象。 

青色防犯パトロール以外にも使用 

     経費÷走行距離×活動距離 

公課費 
自動車税、自動車重量税、 

軽自動車税。 

【車両使用用途】 

青色防犯パトロールのみ使用  

経費の 10 分の 10 対象。 

青色防犯パトロール以外にも使用 

     経費÷走行距離×活動距離 

燃料費 

燃料代。 【車両使用用途】 

青色防犯パトロールのみ使用  

経費の 10 分の 10 対象。 

青色防犯パトロール以外にも使用 

     経費÷走行距離×活動距離 

消耗品費 車両用品の購入経費。  

修繕費 車両の点検・整備・修繕費用。  

会議費 

団体の会議開催に関する会

場使用料・事務用品・資料作

成費用。 

 

駐車場賃借料 車両に関する駐車場賃借料。 

【車両使用用途】 

青色防犯パトロールのみ使用  

経費の 10 分の 10 対象。 

青色防犯パトロール以外にも使用 

     経費÷走行距離×活動距離 

※ 走行距離とは、交付申請書（様式第１号）に記載された活動月の青色防犯パトロール活

動月報（様式第１１－３号）（Ｂ）の距離を足した距離のことである。 

※ 活動距離とは、交付申請書（様式第１号）に記載された活動月の青色防犯パトロール活

動月報（様式１１－３）（Ａ）の距離を足した距離のことである。 



（様式第１号） 

令和  年  月  日 

大阪市長 

住  所（主たる事務所の所在地） 

団 体 名 称 

代表者氏名 

連絡先 （       ）       － 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付申請書 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補

助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

１ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

（１）補助金の額 金 円 

（２）算出の基礎 （添付書類参照） 

２ 補助事業等の名称、目的及び内容 

（１）名 称 青色防犯パトロール活動経費 

（２）目 的 犯罪の未然防止 

（３）内 容 青色防犯パトロール活動に関する経費 

３ 補助事業の開始日及び完了予定日 

令和   年   月   日～令和   年   月   日 

４ 添付書類 

（１）申請団体の概要（定款、規約、会則、会員名簿等） 

（２）活動計画書（様式第１－２号） 

（３）大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支予算書（様式第１－３号） 

（４）その他 

※ 活動計画書には、補助事業に関する事業効果やアンケート等の効果測定の方法、また

事業にかかる広報の方法等を明記すること 

５ 新規団体・既存団体の別（該当するものに○をつけてください） 

新規 ・ 既存   

６ 大阪府警察本部からの証明（該当するものに○をつけてください） 

あ  り （証明を受けた日 平成・令和   年   月   日） 

見込み （手続状況 ）  



（様式第１－２号） 

 

活 動 計 画 書 

団体の名称  

活動の目的 

 

活動期間 

活動頻度 

活動日時 

活動期間：令和   年   月～令和   年   月 

 

活動頻度：週   回 

（曜日： ） 

 

活動時間帯：   時   分頃 ～   時   分頃 

時   分頃 ～   時   分頃 

活動場所又は地域 

 

活動の内容 

活動人数    人 

 

活動内容（該当するものに○をしてください） 

・地域のパトロール 

・登下校時の子どもの見守り 

・防犯啓発 

・犯罪発生時の注意喚起 

・その他（ ） 

補助事業に関する事

業効果やアンケート

等の効果測定の方法

また事業にかかる広

報の方法等 

 



（様式第１－３号） 

 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支予算書 

 

収 入 （単位：円） 

項   目 全体事業予算額 
うち補助対象 

部分予算額 
備 考 

    

計    

 

支 出 （単位：円） 

項   目 全体事業予算額 
うち補助対象 

部分予算額 
備 考 

    

計    



（様式第２号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定通知書 

令和  年  月  日付けで申請のあった標題の補助金については、次のとおり交付す

ることとしたので、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱第７条第１項の規

定により通知します。 

１ 補助金の交付額 金 円 

２ 補助金の交付条件 

（１） 補助事業者は、政治的行為と認められる活動や法令又は公序良俗に反する活動を

行わないこと。 

（２） 補助事業等の内容、経費配分又は執行計画の変更（大阪市淀川区青色防犯パトロ

ール活動補助金交付要綱第１０条第２項に定める軽微な変更を除く。）をする場合には、

市長の承認を受けるべきこと。 

（３） 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

（４） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合には、すみやかに市長に報告して、その指示を受けるべきこと。 

（５） 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は

本市職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべきこと 

（６） その他、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号）及び大阪市淀川

区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

３ その他 

本通知の決定内容（交付の条件等を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日

の翌日から起算して１０日以内に申請の取下げをすることができる。



（様式第３号）  

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金不交付決定通知書 

令和 年 月 日付けで申請のあった大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金につ

いては、次の理由により交付しないこととしたので、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動

補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

（交付しない理由） 

 



（様式第４号） 

令和  年  月  日 

大阪市長 

住  所（主たる事務所の所在地） 

団 体 名 称 

代表者氏名 

連絡先 （       ）       － 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付申請取下書 

令和  年  月  日付け大阪市指令淀市民第  号にて通知のあった大阪市淀川区青

色防犯パトロール活動補助金の交付決定について、大阪市淀川区青色防犯パトロール活

動補助金交付要綱第８条の規定により申請を取り下げます。 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日  令和  年  月  日 

２ 取下げの理由 

 



（様式第５号） 

令和  年  月  日 

大阪市長 

住  所（主たる事務所の所在地） 

団 体 名 称 

代表者氏名 

連絡先 （       ）       － 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更承認申請書 

令和  年  月  日付け大阪市指令淀市民第  号にて補助金の交付の決定を受けた

補助事業等について、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱第１０条第１

項の規定により、次のとおり変更の承認を申請します。 

（変更する内容及びその理由） 

 



（様式第６号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更承認決定通知書 

令和  年  月  日付で申請のあった大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金

変更承認申請については、補助事業の内容等の変更を承認したので、大阪市淀川区青色

防犯パトロール補助金交付要綱第１０条第３項の規定により通知します。



（様式第７号） 

令和  年  月  日 

大阪市長 

住  所（主たる事務所の所在地） 

団 体 名 称 

代表者氏名 

連絡先 （       ）       － 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認申請書 

令和  年  月  日付け大阪市指令淀市民第  号にて補助金の交付決定を受けた補

助事業等について、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱第１０条1項の

規定により、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

（中止・廃止の理由） 



（様式第８号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認決定通知書 

令和  年  月  日付で申請のあった大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金

中止・廃止承認申請については、補助事業の補助事業の中止・廃止を承認したので、大阪

市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱第１０条第３項の規定により通知します。  



（様式第９号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更不承認決定通知書 

令和  年  月  日付で申請のあった大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金

変更承認申請については、次の理由により承認しないこととしたので、大阪市淀川区青色

防犯パトロール活動補助金交付要綱第 10 条第４項の規定により通知します。 

（承認しない理由） 

 

  



（様式第１０号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定取消・変更通知書 

 令和 年 月 日付け大阪市指令淀市民第  号にて交付決定した大阪市淀川区青色防

犯パトロール活動補助金について、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要

綱第 11 条第 2項の規定により次のとおり取消・変更したので通知します。 

１ 取消し・変更の内容 

 

２ 取消し・変更の理由 

 



（様式第１１号） 

令和  年  月  日 

大阪市長 

住  所（主たる事務所の所在地） 

団 体 名 称 

代表者氏名 

連絡先 （       ）       － 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金実績報告書 

令和  年  月  日付け大阪市指令淀市第  号にて補助金の交付決定を受けた補助

事業等について、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱第 14 条の規定

により、次のとおり実績を報告します。 

１ 補助事業等の名称 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金 

２ 補助金の予定金額 金 円（Ａ） 

※以下 補助金の交付決定額の範囲内 

補助金の交付決定額 金 円（Ｂ） 

精算額 金 円（Ｂ－Ａ） 

３ 添付書類 

（１） 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支決算書（様式１１－２号） 

（２） 青色防犯パトロール活動月報（様式第１１－３号）  

（３） 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

（４） 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動分析報告書（様式第１１－４号）  



（様式第１１－２号） 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支決算書 

収 入 （単位：円） 

項   目 全体事業決算額 
うち補助対象 

部分決算額 
備 考 

    

計    

 

支 出 （単位：円） 

項   目 全体事業決算額 
うち補助対象 

部分決算額 
備 考 

    

計    

  



（様式第１１－３号） 

青色防犯パトロール活動月報 

（    年   月） 

回 月 日 時  間 
開始時走行距離

（Kｍ） 

終了時走行距離

（Kｍ） 

活動距離 

（Kｍ） 

確認

印 

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

月計  (A)  

 

月初距離計（km）  － 月末距離計（km）  ＝ (B) 

 

(B) － (A) ＝ (C) 

（注意事項） 

・ 活動距離については、各回のパトロールの開始時及び終了時に、パトロール車両の距

離計に記されている数字を記入してください。 

・ 活動距離については、燃料代への補助金額確定の基礎となりますので、必ず記入して

ください。記入のない場合は、補助金の対象となりませんので、ご注意ください。 

・ 確認印については、団体の代表者の印を押印してください。 

・ （C）の走行距離は、青パト活動外走行と見なしますので別表１（備考）に基づき」ｆ予定

額を算出してください。  



（様式第１１－４号） 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動分析報告書 

１．活動計画に基づく初期の目標 
（例）ひったくりなどの街頭犯罪が発生した場合は、その箇所を中心にパトロールを実施し犯罪発生件数を前年度比５％を

目標する。 

 

２．活動地域内街頭犯罪発生状況 

（Ａ）令和  年地域内街頭犯罪件数 

※補助対象前年件数 件 

（Ｂ）令和  年地域内街頭犯罪件数 

※補助対象年件数 件 

（Ｂ）－（Ａ） 
件 

３．活動結果の分析・評価 
（例）地区内犯罪件数は本活動により減少しており、犯罪を起こしにくいまちの醸成だけでなく住民による自主防衛意識の

向上にも大きく貢献している。 

 

４．警察署所見（年間活動を通じ得た結果に基づき、淀川警察署と協議しその所見を記入） 
（例）本地域はこれまでの取り組みによりひったくりなどの発生件数が未活動地域と比べ少なく活動効果が見られる。 

 

５．今後の活動展開 
（例）引き続き活動を実施するにあたり更なる抑止効果を上げるため、地域内での犯罪発生箇所を通過する時にアナウン

スで通行人に注意喚起を行う。 

 



（様式第１２号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金額確定通知書 

令和  年  月  日付け大阪市指令淀市民第  号にて交付決定した大阪市淀川区青

色防犯パトロール活動補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪市淀

川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱第 15 条の規定により通知します。 

確定金額 金 円 



（様式第１３号） 

大阪市指令淀市第   号 

令和  年  月  日 

 様 

大阪市長 

大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定取消書 

令和  年  月  日付け大阪市指令淀市民第  号にて交付決定した大阪市淀川区青

色防犯パトロール活動補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪市

淀川区青色防犯パトロール活動補助金第 16 条の規定により通知します。  

１ 取消しの内容 

 

２ 取消しの理由 

 


